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令和４年度各会計決算審査特別委員会（第１日目） 

 

◎ 招集年月 日   令和５年９月２６日（火） 

◎ 招集の場 所   知内町役場 議場 

◎ 開 会 日 時   令和５年９月２６日（火） 午後２時３０分 

◎ 閉 会 日 時   令和５年９月２６日（火） 午後３時５１分 

 

◎ 出 席 委 員 

   １番  成 澤 五 郎      ６番  吉 田 峰 一 

   ２番  笠 松 悦 子      ７番  五十嵐 捷 爾 

   ４番  城 地 秀 樹          ８番  木 村   一 

   ５番    山 田 顕 人      ９番  谷 口 康 之 

 
◎ 欠 席 委 員  な し 

 

◎ 地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した説明員 

 町 長  西 山 和 夫  税 務 係 長  佐 藤 雅 明 
 副 町 長  大 野  樹  戸 籍 住 民 係 長  小 林 雪 絵 
 総 務 課 長  森 永  茂  福 祉 医 療 係 長  上 村 定 子 
 生 活 福 祉 課 長  高 田 正 志  保 険 係 長  石 田 由 美 子 
 保 健 セ ン タ ー 長 （高 田 正 志） 健 康 推 進 係 長  佐 藤 書 子 
 地域包括支援センター長  笠 松 さ お り  包 括 支 援 係 長  吉 田 太 郎 
 税 務 会 計 課 長  佐 藤 辰 治  農 業 振 興 係 長  筒 井 俊 介 
 産 業 振 興 課 長  南  一 貴  水 産 振 興 係 長  沖 津 優 也 
 産 業 振 興 課 参 事  西 野 俊 一  産業担い手対策推進係長 （沖 津 優 也） 
政 策 調 整 課 長  三 原 知 明  林 業 振 興 係 長  小 林  亮 

 建 設 水 道 課 長  澤 田 浩 一  商 工 観 光 係 長  高 橋 秀 平 
 建 設 水 道 課 主 幹  牧 野   覚  管 理 係 長  佐 藤 和 人 
 教 育 長  堂 下 則 昭  土 木 係 長  堂 守 真 豪  
 教育委員会事務局長  長 谷 川 将 之   管 財 係 長  東 出 亮 二 
 スポーツセンター長 （長 谷 川 将 之） 上 下 水 道 技 術 係 長  牧 野  覚 
 知内高校学校事務長  南   和 敏   上 下 水 道 事 務 係 長  保 大 木  翔 

学校給食センター長 （長 谷 川 将 之）  学 校 教 育 係 長  帰 山 亮 一 
代 表 監 査 委 員  西 内 貞 治  社 会 教 育 係 長  堂 前 哲 也 

 総 務 係 長  赤 松 拓 也  文 化 財 係 長  竹 田  聡 
  財 政 係 長  帰 山 淳 一    ス ポ ー ツ 振 興 係 長  上 野 英 孝 
 政 策 広 報 係 長  大 谷 晃 介  
  
◎ 本会議に職務のため出席した者の職氏名 
 議 会 事 務 局 長  上 野 真 吾 
 議 事 係  高 田 貴 明 
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令和４年度決算審査特別委員会議事日程 
 
（第１号）           令和５年９月２６日（火）午後２時３０分開議 

日 程 議 件 番 号 議    件    名 

第 １ 
 

認定第 １ 号 
 

令和４年度知内町一般会計歳入歳出決算認定について 
 

 
 

 ● 開会宣言・開議・議事日程 

 

◎ 委 員 長（谷口康之） 

それでは、始めさせていただきます。 

皆さん、ご苦労様でございます。 

令和４年度知内町各会計決算審査特別委員会開会にあたり、一言ご挨拶申し上げます。 

この度、令和４年度知内町各会計決算審査特別委員会の委員長に指名されましたのでどう

ぞよろしくお願い申しあげます。 

決算委員会の審査では、最小の経費で最大の効果を上げるように予算執行がなされたのか

どうか、議会における予算審議の趣旨が十分に発揮されたのか、予算執行は適切な時期に住

民本位になされたかどうか等、着眼すべき点は多々あろうかと存じます。皆さんのご協力の

下、進めて参りたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申しあげます。 

只今の出席委員数は、８人です。定足数に達していますので、令和４年度知内町各会計決

算審査特別委員会を開会します。 

これから本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布のとおり、令和５年第３回定例会において、本委員会に

付託された令和４年度知内町一般会計ほか６件の決算認定についてであります。これから審

査に入りますが、審査の方法についてお諮り致します。 

まず最初に、町長から令和４年度知内町行政評価実施報告について報告を受け、次に副町

長から一般会計決算の概要について説明を受けます。次に監査委員の審査意見の説明を受け、

その後に監査の審査意見に対する質疑を行います。次に総務課長から決算内容、実質収支及

び決算書附表の説明を受け、その後、各担当課長から主要施策事業等の説明を受けて、課ご

とに質疑を行い、討論、採決の順に進めて参ります。 

採決につきましては、起立採決としたいと思います。以上の審査方法についてご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声多数） 

 異議なしと認めます。したがって、審査の方法は、只今、お諮りしたとおり進めて参りま

す。 

 

 

● 認定第１号 令和４年度知内町一般会計歳入歳出決算認定について 
 
◎ 委 員 長（谷口康之） 
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 日程第１、認定第１号、『令和４年度知内町一般会計歳入歳出決算認定について』を議題

とします。 
 なお、地方自治法第２３３条第５項の規定による主要施策の成果を説明する書類も提出さ

れておりますので、これらも含め審査します。 
 最初に町長から『令和４年度知内町行政評価実施報告について』報告を求めます。 
 町長。 
◎ 町  長（西山和夫） 
知内町議会決算審査特別委員会にあたり、令和４年度の主要施策の実績について、お手元

に配布の「令和４年度知内町行政評価実施報告一覧表」により説明させていただき、その後、

各担当課長から「主要施策・事業等説明資料」に基づいて説明させていただきます。 
令和２年度から続く「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大は、令和 4 年度においても

引き続き猛威を振るい、本町においても１年を通して感染者数は増加と減少を繰り返し、サ

マーカーニバル in 知内は花火大会のみの開催、または、カキＶＳニラまつりはテイクアウト

方式を取り入れるなど各種イベントにおいて試行錯誤した開催となったほか、学校閉鎖など

により児童・生徒の授業や部活動にも大きく影響を及ぼしたところであります。 
町と致しましても、前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止対策が急がれる

ことから、国の地方創生臨時交付金を活用した各種事業を講じて参りました。 
コロナ対策事業については全９項目、総額１億４，７００万円の事業費により実施してお

ります。主なものと致しましては、住民向けとして生活支援と町内消費拡大を目的とした地

域応援券を全住民へ年度内に２回配布し、事業者向けには感染拡大により影響を受けている

事業者への燃料・物価高騰対策支援金を給付しております。その他と致しましては、学校生

徒の感染予防対策として保健室へのエアコン設置事業や地域経済の活性化を図る目的で地域

製品を活用した工事費用の一部を助成する地域経済循環事業等を実施し、町民の安心安全な

暮らしを守る取り組みを進めて参りました。 
新型コロナウイルスの感染拡大に翻弄された１年ではありましたが、当初計上しておりま

す令和４年度の町の主要事業につきましては、第６次知内町まちづくり総合計画のテーマ「誰

もが輝く定住・移住交流のまち」を目指して、『まちに希望を持ち安心して住み続ける(定住)』、
『まちへ新しいひとの流れをつくる(移住)』、『まちの資源生かして賑わいをつくる(交流)』、

『まちで結婚・出産・子育ての希望をかなえる(出生)』の『４つの基本方針に』沿った事業展

開で実施をしております。 
それでは、行政評価についてご説明致します。 
まず、第一に『まちに希望を持ち安心して住み続ける』であります。 
「産業を振興する」「雇用を創出する」「快適な暮らしの基盤をつくる」「暮らしの安全、

安心を高める」「健康ではつらつと暮らす」「心豊かに暮らす」「信頼される行政を進める」

の７つの重点項目と３２の施策・事業が掲げられておりました。 
コロナ禍のため、事業においては延期の決断となったものもございますが、全体的には概

ね所期の目的を達成したところです。 
農業分野では、デジタル技術等を活用した「しりうちスマート産業」への取組みとして、

農林水産省の農山漁村振興交付金（情報通信環境整備対策）のモデル地区に採択され、地域

農業のデジタル化に向けた検討を実施しており、令和５年度中の基本構想策定を予定してお

ります。 
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 林業分野では、事業者による木材の生産の拡大や高度利用を図るための設備導入に対して、

国の林業成長産業化地域創生モデル事業を活用した支援を実施しております。 
 水産分野では、知内町水産振興計画に基づき、養殖漁業（カキ・ホタテ）の殻や残渣のリサ

イクルや魚礁での再利用試験を関係機関と連携して２か年計画で実施しており、農業利用や

藻場造成基材への活用等について引き続き今年度も実施して参ります。 
 雇用分野では、町内事業所において若手社員の確保を促進するため、就職した若手社員に

対して奨学資金の一部を事業者と共に支援する事業を実施しておりますが、事業者からの申

請がありませんでしたので、今後に向けて制度の見直しも含めて検討して参ります。 
 福祉と農業の新しい展開である農福連携事業については、これまでニラ生産現場において

社会福祉法人と農協が連携した試験事業に取り組んできたところありますが、令和４年度は

コロナ禍により試験事業は延期とし、今後の作業内容や新たに水産業における連携について

関係機関での協議を継続実施しております。 
 上下水道の分野では、知内町上下水道使用料検討委員会において下水道料金値上げに関す

る答申がなされましたが、値上げ時期につきましては今後の地域経済等の状況を踏まえて慎

重に判断したいと考えております。 
 ゼロカーボンシティの分野では、未来永劫変わらぬ地球環境を子ども達に繋げるための取

り組みとして、環境シンポジウムの開催や広報誌を活用して環境問題に関する意識の醸成の

取組みを行ってきたほか、２０５０年度に二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すため、公共施

設における再生エネ導入調査を行うとともに、令和６年度施行向けた実行計画の策定準備を

実施しております。 
 防災分野では、知内町地域防災計画の見直しを行うとともに、新型コロナウイルス感染症

の影響を受けながらも、防災講話や図上訓練、避難所模擬運営指導などに取り組んでおりま

す。本町は日本海溝千島海溝周辺海溝型地震津波避難対策特別強化地域に指定されているこ

とから、今後、事業計画の策定作業を進めて参ります。 
 暮らしの分野では、新型コロナウイルス感染症の影響により灯油価格が上昇していること

から、福祉灯油購入費助成を対象１世帯当たり１万５千円に引上げ、計２８２世帯に助成を

実施しております。今後も継続して実施し、福祉の向上に努めて参ります。 
 また、小学校関係では、湯ノ里小学校の閉校に伴う記念式典を開催するなど令和５年４月

の統合に向けた準備を重ね、現在無事に統合することができました。涌元小学校については、

引き続き保護者や地域・学校運営協議会に丁寧に説明し、将来的な統合時期について議論を

進めて参ります。 
 ふるさと納税の分野では、地域事業者の方々のご協力のもと、多様な情報媒体（ＷＥＢや

ＳＮＳなど）での情報発信や首都圏でのイベント出展、新たな返礼品の取り扱いにより昨年

度上回る寄附金を確保できました。今後も更なる取り組みを展開し、安定的な寄附金の確保

に繋げて参ります。 
第二に「まちへの新しい人の流れをつくる」であります。 
移住者を温かく迎え、まちづくりの仲間をつくり・増やす分野では、町内に戸建て住宅を

新築する際の支援として、「知内暮らし促進事業」を実施し５世帯の定住が図られたほか、

移住定住特設サイトの構築やＰＲ動画によって、魅力ある町の取り組みを発信して参りまし

たが、今後も都市部等への魅力発信を強化し、移住促進に向けた取り組みを継続して参りま

す。 
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第三は「まちの資源を生かして賑わいをつくる」であります。 
まちの資源を生かして観光を育てる分野では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け

ながらも、知内町観光協会と連携して「しりうち割」等の宿泊観光の促進事業を展開したほ

か、広告媒体を活用した観光情報の発信等を実施して参りました。新型コロナウイルス感染

症が５類感染症に移行しましたので、今後も観光促進に向けた取り組みを推進して参ります 
第四は、「まちで結婚・出産・子育ての希望をかなえる」であります。 

結婚・出産・子育て支援のしくみをつくる分野では、認定こども園園舎内に整備された

子育て支援室と保健センターを核としたタイムリーな支援を実施して参りました。今後も「出

会いから結婚・出産・育児という人生のストーリー」を応援して参ります。 
以上、概括的ではありますが、令和４年度の行政評価についての説明をさせていただきま

した。今後におきましても、議会、町民の皆様のご意見をしっかりと傾聴しながら、町政の

執行に努めて参りますので、引き続き、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いを申し上げま

す。 
◎ 委 員 長（谷口康之） 
 これで、行政評価実施報告を終わります。 
 次に副町長から、令和４年度一般会計決算の概要の説明を求めます。 
 副町長。 
◎ 副 町 長（大野 樹） 
 それでは、お手元の令和４年度一般会計決算の概要について説明を致します。 
 まず、一部訂正箇所がございますので、訂正方よろしくお願い致します。２ページをお開

き下さい。２ページの（１）町税の４行目ですけども、未収入額については、６７３万９千円

と書いていますけれども、５４２万５千円、６７３９を５４２５に訂正お願い致します。そ

のあと前年度対比で１２１万３千円になっていますが、これを△の１０万１千円、１０１で

す。１２１３を△１０１に訂正をお願い致します。括弧内のプラス２１．９％を△の１．８％

に訂正をお願い致します。よろしいでしょうか。 
 それから、もう１点ございます。３ページ、（３）の普通建設事業費の５行目です。成田の

沢線開設工事そのあとに尾っぽの尾が入っていますが、これ削除をお願い致します。よろし

いでしょうか。 
 それでは、朗読をもって報告とさせていただきます。 
 令和４年度当初予算編成では、「知内町行財政改善計画」の最終年であったことから、一

般会計では地域経済の活性化を図るための各種産業振興施策の展開と住民福祉増進のための

施策に要する財源を確保する一方で一般行政経費の抑制に努め、基金の繰り入れを最小限に

抑えるなど、将来世代に負担を先送りしない持続可能な財政運営を意識した予算編成となり

ました。 
また少子高齢化、老齢人口の増加により社会保障の充実や保健医療対策による地方負担の

増加、高度成長期に整備してきた公共施設の老朽化が進むなど、社会経済情勢の変化による

様々な行政課題が山積する中、当町においては地域自らが創意工夫し、活力ある地域社会の

構築を実現していくため、平成２７年度に策定した「知内町まちづくり総合計画（第６次計

画）」に基づいた各種施策を行いながらも「知内町行財政改善計画」に基づきコスト縮減に

努めることとし、令和４年度一般会計予算の編成では、行政運営の基本的な経費や継続事業

を中心とした予算として当初計上予算額４２億１，３７０万円、当初予算に年度間補正予算
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額を含めた予算総額を４９億５，５３６万１千円（令和３年度繰越明許費８，９３０万３千

円含む。）としたところです。 
それに対し、令和４年度一般会計決算額は下記の通りとなりました。 

 歳入総額では、４９億３，７２８万１千円、歳出総額４７億７，６１３万７千円、差引残額

１億６，１１４万４千円、繰越明許費繰越額は５１０万４千円、実質収支額は１億５，６０

４万円であります。 
１． 予算総額と決算総額の差異について。 

 予算編成時の年度間補正予算額を含めた予算総額４９億５，５３６万１千円に対し、歳入

決算総額は４９億３，７２８万１千円となり、１，８０８万千円の減少となりました。 
 ２．歳入について。 
 歳入総額４９億３，７２８万１千円のうち、自主財源は１６億５２４万１千円で、比率は

３２．５％となり、自主財源のうち町税は７億５，５７２万９千円で、比率は１５．３％を占

めています。依存財源は３３億３，２０４万円で、比率は６７．５％となっています。依存財

源のうち地方交付税は２０億２，０６４万４千円で、比率は４０．９％を占めています。 
（１）町税 

 収入済額は７億５，５７２万９千円、前年度対比で９８５万２千円（１．３％）の増となり

ました。増加の主な要因は、湯の里地区メガソーラー事業に係る償却資産分の減免特例の終

了などによるものです。 
 未収入額については５４２万５千円で前年度対比△１０万１千円（△１．８％）の減とな

りました。徴収率については現年度分と滞納繰越分を合わせて９９．１％で、前年度を０．

１％下回りました。 
（２）地方交付税 

 令和４年度の地方財政計画を基本に当町における地方交付税予算額を１８億１千万円と算

定しましたが、交付額は２０億２，０６４万４千円となり、２億１，０６４万４千円の増と

なりました。主な要因としては、普通交付税の算定における基準財政需要額が当初見込より

も増えたこと等によるものです。 
 ３．歳出について。 
 歳出総額は４７億７，６１３万７千円となり、前年度対比で５億９，７２９万４千円（△

１２．１％）の減となりました。そのうち投資的経費（普通建設事業、災害復旧事業）につい

ては６億７，２２０万３千円（△５４．５％）の減、投資的経費を除いた一般行政経費につい

ては７，４９０万９千円（１．８％）の増となりました。 
 なお、主な費目と増減要因につきましては、以下のとおりです。 
 （１）物件費 
 物件費の決算額は８億８，７５４万３千円で、前年度対比では３，５１０万６千円（＋４．

１％）の増となりました。主な要因としては、ふるさと納税の増加に伴い、返礼品や郵送料

が増加したことによるものです。 
 （２）補助費 
 補助費の決算額は８億５，１２５万４千円で、前年度対比では１億９，１７８万２千円（＋

４３．７％）の増となりました。主な要因としては、コロナ対策にかかる各種支援事業の実

施及び林業成長産業化地域創出モデル事業補助金等によるものです。 
 （３）普通建設事業費 



7 
 

 普通建設事業費の決算額のうち補助事業については２億８，２２２万円で、前年度対比で

は５，２６０万４千円（△１５．７％）の減となりました。また、単独事業については２億

３，９２６万４千円で、前年度対比では６億５，９６０万９千円（△７３．４％）の減となり

ましたが、主な要因の補助分で令和３年度の林業専用道成田の沢線開設工事完了によるもの、

単独事業は認定こども園新築工事の完了によるものです。 
（４）公債費 

 公債費の償還額は５億３，０８７万２千円で、前年度対比では３，９２３万３千円の減と

なっておりますが、平成２１年度過疎対策事業債が令和３年度で完済したことなどにより償

還額が減少したためです。 
 ４．財政健全化判断比率の状況 
 実質公債費比率は、９．１％（前年度より１．５ポイント下降）となり、早期健全化基準で

ある２５％を引き続き下回っております。また、将来負担比率については、前年度に引き続

き将来負担額に対し充当可能財源額が上回っているため、表示なしとなっております。 
 財政構造の弾力性を表す指標である経常収支比率は、８０．５％で、前年度より８．６ポ

イント上昇しました。主な要因は、一般財源経常経費が増加したことにより、分子が大きく

なったことと、普通交付税が前年度比で７，４２１万９千円減少し、分母が小さくなったこ

となどによるものです。 
 以上、令和４年度の一般会計決算の概要を説明致しましたが、今後の財政運営にあたり職

員一丸となりまして、費用対効果、効率性を念頭に置きながら各種事業を計画し取り組みつ

つ、健全な財政運営に努めて参りますので、町民並びに議員の皆様からの変わらぬご支援ご

指導をお願い申し上げます。以上で決算の概要の説明を終わらせて頂きます。 
◎ 委 員 長（谷口康之） 
 これで、令和４年度一般会計決算の概要説明を終わります。 
 次に監査委員の審査意見の説明を求めます。 
 西内代表監査委員。 
◎ 代表監査委員（西内貞治） 
 監査委員の西内です。令和４年度知内町各会計決算審査意見書に基づきまして、報告させ

ていただきます。この意見書につきましては、地方自治法第２３３条第２項の規定により町

長より付託を受け、各会計に関する審査を実施し、その結果として、意見を付して９月４日

付にて、町長に提出しておりましたので、監査委員の立場から総括意見として１５ページの

一般会計の意見書について述べさせていただきます。 
 一般会計歳入歳出決算状況は、歳入が４９億３，７２８万１千円、歳出が４７億７，６１

３万７千円で、差引額１億６，１１４万４千円となり、翌年度へ繰越すべき財源（繰越明許

費）５１０万４千円を差し引いた、実質収支額は１億５，６０４万円の黒字、単年度収支は

３，４１９万２千円の赤字になっています。実質単年度収支については、財政調整基金に１

億８，４８４万５千円を積み立てたことから、１億５，０６５万３千円と４年連続の黒字と

なりました。 
 財政構造では、歳入で自主財源全体の４７．１％を占める町税は、７億５，５７２万９千

円で、対前年度比９８５万２千円（１．０％）の増収となっています。また、依存財源全体の

６０．６％を占める地方交付税は、２０億２，０６４万４千円で前年度より６，７９４万９

千円（３．３％）の減となっています。 
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 町債の現在高については、４７億８，９９５万５千円で対前年度比２億４０３万４千円（４．

１％）の減となっています。基金積立金の現在高については、３１億７，７４４万３千円と

対前年度比で２億４，７３６万５千円（８．４％）と大幅な増となっています。また、財政調

整基金については、８億６，５８３万３千円と対前年度比１億８，４８４万５千円（２７．

１％）の増となっており、ピーク時の令和３年度末現在高の１２７．１％となっています。 
 主要な財政比率で見ますと、財政力指数は０．２７８で前年度より０．００１ポイントの

増、経常収支比率は８０．５％で対前年度比は８．６ポイント増となりましたが、財政健全

化法に基づく健全化判断比率の４指標については、早期健全化基準以下となっています。 
 町税については、徴収の強化と納税意識の向上により、長期的に高い徴収率を維持してい

ます。原油等の物価高騰により、町民負担が重くなっているものと思慮されますが、公平負

担の原則から、滞納者に対しては納付の徹底や分納誓約など手を尽くしながら、さらには、

渡島・桧山地方税滞納整理機構と連携を深めながら、引き続き収納対策に努力して頂きたい

と思います。また、歳出予算における不用額については、前年度より増加していることから、

決算見込みを的確に把握し、計画的で効率的な運用を図るよう努めて頂きたいと思います。 
 尚、予算の流用については、一部、地方自治法の規定に触れる事務処理が行われているこ

とが見受けられました。今後このような事態が起きないよう適切な予算管理に努めて頂きた

いと思います。 
 令和４年度決算では、町債現在高は減となり、寄付金の増加や公債費等の減のため、 
結果として財政調整基金が大幅に増加、基金総額も増加に転じるなど財政状況が改善されて

います。今後においても、本町が定める「財政運営適正化計画」に基づき、事務経費の節減や

事業経費の見直しを進めながら、将来にわたり持続可能な行財政基盤の構築に努めていただ

きたいと思います。以上でございます。 
◎ 委 員 長（谷口康之） 
 監査委員の審査意見の説明を終わります。 
 これから監査委員の審査意見に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 
５番、山田委員。 

◎ ５  番（山田顕人） 
 下から、８行目ですか。一部地方自治法の規定に触れる事務処理が行われているというこ

とで書かれているんですけども、どのような事で触れているのか、ちょっとお知らせ願いた

いと思います。 
◎ 委 員 長（谷口康之） 
 西内監査委員。 
◎ 代表監査委員（西内貞治） 
 ご説明します。２款総務費、３項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費において、マイナ

ンバー所有者の転入転出手続きのワンストップ化にかかる住民記録システム改修事業の委託

料について、２款内の１項総務管理費、１目一般管理費及び１１目自治振興費から予算の流

用が行われてものでありますが、これが地方自治法２２０条第２項の規定にふれるものとし、

審査意見を述べさせて頂いたものであります。 
 尚、事案の詳細については、町の方からお聞き頂ければと思います。以上でございます。 
◎ 委 員 長（谷口康之） 
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 副町長。 
◎ 副 町 長（大野 樹） 
 私の方から説明をさせて頂きます。 
 今、西内監査委員からご指摘がありました令和４年度の予算に於いて、マイナンバーに係

る住民記録システム業務の委託が必要となっていましたが、担当者の失念により補正予算の

措置を怠ったことから、流用により処理を致しました。 
 決算審査の監査委員の意見として「予算の流用については、一部地方自治法の規定に触れ

る事務処理が行われていることが見受けられた。今後このような事が無いような適切な予算

管理に努めて頂きたい」というご指摘を頂いたところであります。 
 今回の流用につきましては、地方自治法の第２２０条の第２項で各款の間又は各項の間に

於いて相互に是を流用することは出来ないことになっていることに気づかず、歳出予算の２

款内の１項から３項の間で流用を行ったものであります。 
 従いまして今後このような事の無いよう再発防止の徹底に努めて参りたいと思いますので

よろしくお願い致します。 
◎ ５  番（山田顕人） 
 分かりました。 
 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 
 他に質疑がないようですから、監査委員の審査意見に対する質疑を終わります。 
 次に決算の内容について、説明を求めます。決算書に基づき、決算内容の説明、あわせて

実質収支に関する調書、決算書附表の説明を求めます。 
 総務課長。 
◎ 総務課長（森永 茂） 
 それでは、お手元に配布済の各会計歳入歳出決算書によりご説明を致しますので、決算書

のご用意をお願い致します。厚い横版資料でございます。 
 先ほど副町長、代表監査委員の方からご報告があったものと重なる部分がありますが、ご

容赦いただきたいと思います。 
最初に決算書の４ページをお開き願います。会計別決算総括表です。一般会計決算額、歳

入４９億３，７２８万１千円、歳出４７億７，６１３万７千円、差引１億６，１１４万４千

円。次に国民健康保険事業特別会計決算額、歳入５億６８８万１千円、歳出４億９，３８０

万５千円、差引１，３０７万６千円。次に後期高齢者医療特別会計決算額、歳入７，８７１万

円、歳出７，７６５万８千円、差引１０５万２千円。次に介護保険特別会計決算額、歳入５億

８，５２１万９千円、歳出５億２，５１５万１千円、差引６，００６万８千円。次に公共下水

道事業特別会計決算額、歳入１億５，２２８万１千円、歳出１億３，９３７万８千円、差引

１，２９０万３千円。次に農業集落排水施設整備事業特別会計決算額、歳入２，３７４万１

千円、歳出２，０８７万３千円、差引２８６万８千円。以上、一般会計と５特別会計の合計で

歳入決算額６２億８，４１１万３千円、歳出決算額６０億３，３００万２千円、差引２億５，

１１１万１千円となっています。 
次に５ページです。一般会計の款別決算比較表の歳入です。予算額合計４９億５，５３６

万１千円に対し、収入済額（Ａ）、合計４９億３，７２８万１千円で、収入割合は９９．６％

となっています。 
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次に不納欠損額ですが、先ほど監査委員のご説明にもありましたとおり、審査意見書の１

７ページに記載していますが、固定資産税２９件、個人住民税５件、軽自動車税１件他で１

３１万５千円となっています。 
次に未収入額ですが、１２款分担金及び負担金で１３７万７千円は、国営土地改良事業負

担金の未収分、１３款使用料及び手数料で５４１万４千円は公営住宅使用料の未収分、１６

款財産収入で７１万４千円は移住促進住宅教員住宅使用料等の未収入分、２０款諸収入で４

７１万２千円は、奨学資金貸付金の納期到来分の未収分が主たるものです。 
次に表の１番右側収入済額の前年度増減（Ａ－Ｂ）ですが、主なものは、１０款地方交付

税が６，７９４万９千円の減で、普通交付税の算定における基準財政需用額で、臨時経済対

策費と臨時財政対策債償還基金費の算定品目が無くなったことによる減と、基準財政収入額

で固定資産税の償却資産分の増により、交付基準額が減となったことによるものです。それ

と１款国庫支出金が６，７８９万６千円の減で子育て世帯臨時特例給付金給付事業の補助金

と社会資本整備総合交付金の減が主なものとなっています。 
 次に６ページです。歳出の款別決算比較表で、支出済額（Ａ）の合計が４７億７，６１３万

７千円となっています。次に表の一番右側、支出済額の前年度増減（Ａ－Ｂ）の主なもので

すけれども、３款民生費で６億５９０万６千円の減となっており、これは認定こども園園舎

新築工事が令和３年度完了したことによるもの。８款土木費で１億１，７０６万２千円の減

となっており、あけぼの団地Ｃ棟改修工事費等の減、サンナス橋架替の為の家屋調査及び積

算業務委託料と股瀬２号橋補修工事費の減が主な要因となっています。 
次に７ページです。目的、性質別内訳ですが、前年度と対比した資料が１１ページにござ

いますので、後程説明させて頂きたいと思います。 
次に８ページです。一般会計の歳入につきましては自主財源と依存財源、歳出につきまし

ては義務的経費とその他経費の内訳を示した資料となっており、内容については、先ほど副

町長の決算概要説明と重複致しますので、省略をさせていただきます。 
次に１０ページをお開き願います。地方交付税と町税の過去５ヵ年の状況について記載し

ています。地方交付税については、６，７９４万９千円の減で内容は先程説明したとおり普

通交付税の減によるものです。町税については、前年度対比９８５万２千円の増となってお

り、これは固定資産税で湯の里地区メガソーラー事業にかかる償却資産分の減免特例終了に

よる増によるものです。なお、各税目合計での現年度分、滞納繰越分あわせての徴収率は９

９．１％と前年度とほぼ変わらないものとなっています。 
次に１１ページです。性質別経費の前年度比較ですが、先ほど副町長から主な費目を報告

しましたので、その他に費目についてご説明致します。維持補修費で３，０９３万円の増と

なっていますが、尾刺建川線林道補修費などの増が主な要因です。 
次に扶助費で３，６４９万７千円の減となっていますが、子育て世帯臨時特別給付金の減、

住民税非課税世帯臨時特別給付金の減が主な要因です。 
次に積立金で１億７０８万４千円の減となっていますが、これは財政調整基金積立金と公

共施設等整備基金積立金の減が主な要因です。 
次にページを飛びまして、２５ページをお開き願います。２５ページから２８ページは、

出資金、積立金、貸付金の資料となっています。このうち積立金についてご説明しますので、

２６ページお開き願います。目的別積立金の状況ですが、令和３年度末残高合計が２９億３，

００７万８千円、積み立てた額４億４，８２４万９千円、取り崩した額１億３，９２３万８
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千円、令和４年度末残高は３２億３，９０８万９万円となっています。残高の順としまして

は、財政調整基金が８億６，５８３万３千円、ふるさと創生事業基金が６億８，２４５万９

千円、公共施設等整備基金が４億１，６９９万８千円、農林漁業振興基金が４億２３５万３

千円となっております。 
次に２７ページです。金融機関別の現在高の資料となっておりますので、ご参照願います。 
次に２８ページです。貸付金の状況ですが、奨学資金貸付金の令和３年度末残高は３，４

０３万円、貸付額５０４万円、返済額５１５万３千円、令和４年度末残高は３，３９１万７

千円となっております。 
次に２９ページから３５ページの財産に関する調書についてご説明致します。 
３０ページの公有財産の総括を飛ばして、行政財産からご説明しますので３１ページをお

開き願います。昨年度の行政財産の増減は、土地部分で公営住宅の１，２４３㎡の減は四葉

団地解体に伴うもの。幼稚園・保育所の４，０２７.４９㎡の減は幼稚園園舎解体に伴うもの

です。 
次に建物の木造で、幼稚園・保育所の９５５㎡の減は、幼稚園園舎解体によるものその他

の施設１２０㎡の減は、投資住宅雷公神社下ですね、解体によるものです。次に建物の非木

造で、公営住宅の６５０㎡の減は四葉団地解体によるもの。幼稚園・保育所の２１０．７１

㎡の減は幼稚園園舎、幼稚園の物置解体によるものです。 
次に３１ページです。昨年度の普通財産の増減は土地部分で、その他施設の４，０２７.４

９㎡の増は、幼稚園園舎解体の伴うもの。その他の用地の１，４６１.７３㎡の増は、町道用

地買収と四葉団地解体に伴う増と定住団地売買に伴う減の差し引きによるものです。 
次に３３ページの山林です。表右側の立木の推定蓄積量、前年度末現在高に年度中の増減

３４３．３６㎥を減じまして、年度末現在高は２７万４，６７６.１５㎥となっています。 
次に３３ページから３５ページの物品です。大きな増減はありませんでしたが、主なもの

で普通自動車で２台の減、ジープで１台の減、パソコンｉＰａｄで議会タブレッド２６台増

となっております。 
以上で令和４年度一般会計の決算に伴う附表の説明を終わらせていただきます。よろしく

お願い致します。 
◎ 委 員 長（谷口康之） 
 決算内容の説明を終わります。 
 次に主要施策・事業等について、課ごとに担当課長より説明を求めます。 
 歳入については、決算書附表と説明が重複しますので、省略することと致します。 
 それでは、総務課、政策調整課、税務会計課、生活福祉課、産業振興課、建設水道課、教育

委員会の順序で説明願います。 
 最初に総務課関係をよろしくお願い致します。 

総務課長。 
◎ 総務課長（森永 茂） 
 それでは、令和４年度の主要施策・事業等説明資料の中から総務課分をご説明します。主

要な事業を事業費で概ね５００万円以上の事業について説明しますので、ご容赦願います。

１ページをお開き願います。ナンバー１の議会タブレット端末導入事業として４７１万３千

円の事業費、議会運営の効率化活性化を図るため、タブレット端末及びペーパーレス会議シ

ステムを導入したものです。 
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ナンバー２のサーバー移設委託事業として、２，７９０万８千円の事業費。津波基準水位

の予測から庁舎１階のサーバー室を３階に移設したものです。 
 次にナンバー３のネットワーク強靱化更新事業として、５３９万円の事業費。情報セキュ

リティ強化の為、インターネットへ繋ぐ仮想ブラウザを更新したものです。 
次にナンバー４の自治体ＤＸ推進計画（オンライン化）ネットワーク強靱化更新事業とし

て９９５万８千円の事業費。子育て介護に関する２６手続きのオンライン申請に向けてシス

テム改修等を行ったものです。 
次にナンバー５の投資住宅解体工事として４３４万５千円の事業費。雷公神社下の木造住

宅２棟２戸、物置２棟を解体したものです。 
以上で総務課分の説明を終わります。 

◎ 委 員 長（谷口康之） 
 次に政策調整課関係。 
政策調整課長。 

◎ 政策調整課長（三原知明） 
 政策調整課の関連事業についてご説明致します。 
 事業ナンバー７です。ふるさと創生事業では、令和４年度から補助メニューを拡充して実

施して参りました。その結果、しりうち暮らし促進事業や先進技術導入等による省力化支援

事業など計２４件の申請に対し、１，８０６万９千円の補助実績となっております。 
 次にナンバー９、知内町ゼロカーボン戦略調査検討事業では本町におけるカーボンニュー

トラルを実現する為に必要となる基礎的な調査を実施しており、民間事業者による再エネ事

業を促進する為のゾーニングや公共施設への再エネ電力の導入等を検討しておりまして、２，

０７９万円の実績です。現在本調査事業を踏まえまして、地域全体の地球温暖化対策の実行

計画となります。区域施策編の策定に向けた準備を進めております。 
 次にナンバー１２、ふるさと納税推進事業は、２億８，５８９万３千円の納税額に対しま

して、サイト利用料や謝礼特産品購入等に要する経費としまして、１億７，７０７万８千円

の実績となっております。尚、ふるさと創生事業基金や教育振興基金への積立額は、計１億

８８１万５千円となっております。 
 ページが変わりまして、ナンバー１３です。空き家等対策推進事業では、リフォーム関係

で４件、４００万円、除却関係で１８件、８８５万５千円の補助など、計１，２９０万９千円

の実績です。 
 次にナンバー１５、買い物利便性向上対策事業に２，０００万円でございますが、スーパ

ーを軸としました地域の交流エリア、デマンドバスの待合所などの管理・運営費用としてコ

ープさっぽろへ交付しております。 
 次にナンバー１６、知内版地域公共交通運行事業では、デマンドバスの運行経費や地域公

共交通計画の策定業務にかかる委託料等、計１，２６０万８千円の実績です。デマンドバス

に関しましては、本格運行４年目となりましたが、利用者は大幅に増加しており対前年比で

４６％増の１，９２６人となっております。 
 次にナンバー１７、北海道１７９市町村応援大使事業では、町民による日ハム応援ツアー

の開催や２名の日ハム選手によるトークイベント等を開催し、１２９万４千円の実績です。 
 次にナンバー１９とナンバー２０です。インターンを含む地域おこし協力隊事業では、農

業分野での受入を進めておりますが、昨年度は正規隊員２名とインターン３名の実績で６５
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３万５千円です。 
以上で政策調整課関係の説明を終わります。よろしくお願い致します。 

◎ 委 員 長（谷口康之） 
 次に税務会計課関係。 
 税務会計課長。 
◎ 税務会計課長（佐藤辰治） 
 税務会計課関係をご説明致します。 
主要施策説明資料の３ページの上から４段目ナンバー２８、２９になりますが、まず２８

番、エルタックスの特別徴収税額通知電子化対策処理委託事業ですが、こちらは住民税の特

別徴収通知に続き、個人用の特別徴収税額通知書の電子データを受領書と連携したシステム

構築に向けての改修経費としまして、１０１万５千円となっております。 
続きまして、ナンバー２９、地方税共通納税システム対象税目拡大対応処理委託業務事業

ですが、こちらは、令和５年度より新たに住民税他４税の納付書に QR コードの付与が始ま

りまして、そちらの QR によって全国の金融機関窓口及び電子マネー等でスマホ操作による

納付が可能となる為のシステム改修経費としまして、２９０万７千円と認定委託業者へのシ

ステム総合支援対策業務委託経費としまして、３９万６千円の合せて、約３３６万６千円と

なっております。 
以上で税務会計課関係の主要施策の説明を終わらせて頂きます。 

◎ 委 員 長（谷口康之） 
 次に生活福祉課関係。 

生活福祉課長。 
◎ 生活福祉課長（高田正志） 
 それでは、生活福祉課関係です。主な事業について説明させて頂きます。 
まず２ページです。ナンバー２４、木古内火葬場改修事業です。参列者の感染予防の為、

玄関ドアの自動化や各部屋へのエアコン設置費として総事業費８６３万５千円の内、当町分

として４２７万４千円を支出しております。 
３ページです。ナンバー３０、戸籍情報システム改修業務委託事業です。法務省との戸籍

事務内における情報連携に適応させるためのものであり、総事業費は５２９万１千円となっ

ております。 
次にナンバー３２、社会福祉協議会に対する運営費補助事業です。社会福祉協議会の事務

局長と事務職員の人件費分を補助しております。事業費は６９２万５千円です。 
次にナンバー３６、福祉灯油購入費助成事業です。７０歳以上の高齢者などに対し、１世

帯あたり１万５千円の助成としております。２８２世帯に交付し、事業費は４３２万円とな

っております。 
次に４ページです。ナンバー３８、知内町高齢者世帯等生活支援事業です。原油価格や物

価高騰の影響が特に大きいと考えられる低所得の高齢者世帯等に１万２千円を支給するもの

です。４０３世帯に支給し、事業費は４８７万２千円となっております。 
次にナンバー３９、社会福祉施設整備支援事業です。きらく地区のグループホーム建設に

かかるあすなろ福祉会への補助金交付を行っており、事業費は１，２５０万円となっており

ます。 
次にナンバー４８、子ども医療費助成事業です。就学前の子ども１０１名、就学児童生徒
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２３９名の医療費助成として、１，０７７万９千円の事業実績となっております。 
次に５ページです。ナンバー４９の児童手当交付事業つきましては、事業費３，６１１万

５千円。支給状況につきましては実績報告書をご参照下さい。 
次にナンバー５０の放課後児童健全育成事業につきましては、学童開所日数２７３日、登

録児童５２名で事業費５５５万４千円となっております。大変申し訳ございませんが、ここ

で訂正をお願いします。実績報告書４１ページをご覧頂きたいと思います。事業実績報告書

の４１ページの上段、ナンバー７の遊泳館学童保育利用状況の令和４年度の開設日数が２７

１日になっておりますが、正しくは２７３日ですので訂正をお願いします。申し訳ございま

せんでした。 
次にナンバー５１の認定こども園委託事業につきましては、令和４年４月に開園した知内

認定こども園に対する委託費となっております。事業費は９，１７１万円となっております。

尚、実績報告書の数字とは１５５万円の差異がございますが、これは令和４年度に交付され

た処遇改善交付金にかかるものであり、本主要施策事業説明資料は、その分が含まれており

ますが、実績報告に載せております子どものための教育保育給付費には、対象外経費という

ことから、含めていない為このような差異が生じております。 
次にナンバー５３、認定こども園整備事業ですが、園庭造成工事で３，１０３万１千円の

事業費となっております。 
次のナンバー５５の予防接種事業ですが、小児定期予防接種や小児任意予防接種等で８７

５万６千円の事業費となっております。詳細につきましては、実績報告書をご参照下さい。 
次のナンバー５７のがん検診事業ですが、集団検診と個別検診で４７９万１千円の事業費

となっております。詳細につきましては、実績報告書をご参照下さい。 
次にナンバー５９、新型コロナワクチン接種事業です。令和４年度は３回目接種、４回目

接種、５回目接種まで行っており、接種回数は計４，８８８回となっており、事業費は１，４

７１万７千円となっております。 
次にナンバー６０、知内診療所医療機器委託等事業でございます。医療機器の保守業務委

託や使用料で１，６１０万５千円の事業費となっております。 
次に６ページです。ナンバー６１、海岸漂着物対策推進事業でございます。建有川から知

内川までの間の海岸漂着物の回収処理で７７０万円の事業費となっております。 
次にナンバー６２、塵芥収集委託事業です。委託料は２，３９７万円です。内容としまし

ては、可燃ごみで２０７日、不燃ごみ４８日、粗大ごみ４０日、資源ごみ９６日、ごみゼロの

日２日となっております。 
生活福祉課の説明は以上です。よろしくお願いします。 

◎ 委 員 長（谷口康之） 
 次に産業振興課関係。 

産業振興課長。 
◎ 産業振興課長（南 一貴） 
 続きまして、産業振興課関係の主な事業についてのみご説明させて頂きます。 
 主要施策事業等の説明資料の２ページ目をご覧下さい。事業ナンバーですが、２ページ目

の下段、ナンバー２１でございます。地域経済循環事業で新型コロナウイルス感染症地方創

生臨時交付金を活用し、地域経済の活性化を目的にアスファルト舗装や地域材活用事業補助

金で、１，１８４万７千円を助成しております。 
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続きまして事業ナンバー２２、観光促進宿泊割引事業(しりうち割)でございますが、こちら

につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、落ち込んだ旅行需要の回復と観

光促進の為の目的で、町内で日帰りアウトドア体験の商品を利用した際の費用の助成及びま

た観光促進の目的の為の広告・宣伝を実施しました。その事業費としまして総額２０３万９

千円の実績となっております。 
続きまして３ページ目、ナンバー２５です。しりうち地域応援券配布事業ですが、住民の

生活負担軽減及び地域経済活性化を図る為、住民１人あたり１万円の商品券を第５弾、第６

弾と実施しております。事業費につきましては、８，２３１万３千円の実績となっておりま

す。 
続きまして事業ナンバー２６番、燃料物価高騰対策支援金ですが、法人及び個人事業者に

対し、燃料等高騰による支援金を交付しております。交付件数は２８３件で、事業費が２，

７７７万円の実績になっております。 
続いてなんですが、ページ飛びまして、６ページ目をご覧下さい。６ページ目の事業ナン

バー６８、中段でございます。多面的機能支払交付金事業では、農地維持活動や資源向上活

動を実施する７組織に対しまして助成をしており、１，６３３万７千円を助成しております。 
次に事業ナンバー６９番、ニラ共同調整包装施設利用助成事業ですが、こちらについては

共選料の負担軽減助成として１，９０９万７千円を助成しております。 
次に事業ナンバー７２、国営土地改良事業でございますが、こちらについては、令和４年

度償還分として３，１１３万６千円の実績となっております。 
続きまして７ページ目でございます。７ページ目のナンバー７４、令和３年度の繰越分、

産地生産基盤パワーアップ事業でございますが。知内町ニラ生産組合における水圧式連続袴

向き機８台の導入に対して１，４２２万５千円を助成しております。 
次にナンバー７５、同じく産地生産基盤パワーアップ事業では、知内町ニラ生産組合にお

ける自動換気装置付きパイプハウス１１９棟、また水圧式連続袴剥き機等の導入に対し５，

９４６万５千円を助成しております。 
 次にナンバー７６、農業競争力基盤強化特別対策事業では、第三元町地区において道営事

業で実施しております農業用水整備事業の受益者負担軽減対策として、２１９万１千円を助

成しております。 
次にナンバー７８、知内ダム管理事業では、知内ダム施設の管理業務委託等ですが、２，

８３２万円の実績となりました。 
次にナンバー８０、鳥獣害被害防止対策事業は、有害鳥獣駆除に対する奨励金として３９

１万９千円の実績となっております。 
 次にナンバー８４、林業成長産業地域創出モデル事業は、町内林業事業体２社が高性能機

械等の導入に対する助成として１，９６５万８千円の実績となっております。 
 続いて８ページ目をご覧下さい。次にナンバー８５、町有林整備事業では、間伐や下草刈

り等の保育事業と植栽皆伐等の林業施業の実施により２，４５４万１千円の実績となりまし

た。 
次にナンバー８６、林道、作業道復旧事業は、令和３年令和４年に発生した豪雨災害によ

る尾刺建川線やコロナイ線等の復旧事業で９０７万２千円の実績となっております。 
 次にナンバー９２、水産生産基盤事業では、中の川漁港に於ける岸壁や天蓋施設等の整備

にかかる事業費負担分として３，２６６万７千円の実績となりました。 
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 次にナンバー９３、新技術強化型係留環設置事業では、上磯郡漁協に対して養殖施設４０

基分の係留環更新に対する助成として１，１３７万６千円の実績となりました。 
次に事業ナンバー９４、ウニ養殖籠新技術軽労化対策事業では軽労化対策の為のウニ籠１

００籠を購入に対する助成として４４０万円の実績となりました。 
次にナンバー９５、カキパックシーラー機器導入事業は、カキのむき身パック製造機導入

整備に対する助成として５２０万円の実績となりました。 
続いて資料の９ページ目をご覧下さい。ナンバー９８、循環型漁業推進事業では、カキ残

渣の再利用及びカキ殻の有効活用の検討、また漁業データベースの構築の取組み実績として

４３６万７千円の実績となっております。 
次にナンバー９９、ものづくり産業振興事業では青年就業給付金（経営開始型）に２件、

７６万円の助成、また移住支援事業助成として３件、１１５万円の交付と基金積立金１８６

万６千円の合計３７７万６千円の実績となりました。 
次にナンバー１０１、商工振興指導助成事業では、知内商工会の各種事業展開の助成とし

て５７６万８千円の実績となりました。 
次にナンバー１０４、サマーカーニバル in 知内助成と致しまして、内容は新型コロナ感染

拡大の影響により花火大会の実施のみとなりましたが、１９８万３千円を助成しました。 
次にナンバー１０５、カキＶＳニラまつり助成と致しまして、内容につきましては、カキ

とニラの対面販売またテイクアウト方式による創作料理の販売の実施経費として１０７万２

千円を助成しております。 
 次にナンバー１０６、外国人技能実習生受入助成事業では、技能実習生を受入時の初期費

用の一部を助成する事業で、昨年は８事業者２０人の受入が有り、２９０万９千円の実績と

なりました。 
 次にナンバー１０７、しりうち観光推進機構運営事業は日本版法人 DMO 法人としての活

動に対する助成事業で１０１万２千円の実績となりました。尚、しりうち観光推進機構につ

いては、DMO 継続要件を満たしていないことから、令和４年度末で解散しました。 
 次にナンバー１０８、こもれび温泉設備管理事業では、こもれび温泉施設維持費として法

廷点検等の通常の運営費や修繕費、配管洗浄等で１，８８９万５千円の実績となっておりま

す。 
以上で、産業振興課関係の説明を終わります。 
◎ 委 員 長（谷口康之） 
 次に建設水道課関係。 

建設水道課長。 
◎ 建設水道課長（澤田浩一） 
 続きまして、建設水道課関係でございます。説明資料の１０ページをご覧下さい。 
ナンバー１０９、２目下水道整備費、浄化槽設置整備事業でありますが、昨年度実績は５

人槽１基、７人槽１基、計２２０万円で実施しております。 
次に２目道路維持費、除雪費になります。ナンバー１１０，１１１合せまして６，７５８

万９千円で実施しております。昨年度は千軒アメダス観測所で１２月の降り初めから３月末

まで降雪量が５８９センチと過去５か年で２番目に多くなりました。その為、全国的に大雪

となったことから、国による補助金９００万円が対象となっております。 
続いてナンバー１１２から１１４までで、町道各路線舗装補修工事、舗装合材５０ｔで４
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５１万円、町道元町線外舗装補修工事及び元町線と知内川治線の２路線の補修工事を合せま

して、延長９１８ｍ、３，２４０万８千円で実施しております。 
ナンバー１１５から１１７、３目橋梁維持費関係になります。橋梁長寿命化計画によりま

して、補修工事と点検を実施しておりますが、向上雷橋補修工事で平成３０年度より着手し、

令和４年度は第１から第３径間を４，１８５万５千円で補修しております。事業は令和４年

度で完了しました。 
続きましてナンバー１１８、４目道路橋梁改良工事費になります。町道元町中の川線伸長

事業で測量調査費及び用地買収費等を４７９万４千円で実施しております。 
次に３項河川海岸費、ナンバー１１９、１２０になります。１目河川総務費で洪水防止を

目的に新重内川と上東莱川の可積確保の為の掘削工事を合せて延長４８９ｍ、１，８１３万

９千円で実施しております。 
続きまして、１１ページになります。４項住宅費、ナンバー１２１から１２３になります。

１目住宅管理費で公営住宅長寿命化計画により、スミレ団地は B 棟の水回り中心の改修工事

を６，０６８万７千円で実施、アカシア団地は外壁の塗り替え工事を８３１万６千円で実施、

アカシア団地に関しましては、令和４年度で完了しております。四葉団地につきましては、

２棟の解体工事を９９６万６千円で実施しております。 
続きまして、飛びまして１５ページ、災害復旧費になります。ナンバー１６９、令和３年

１１月２日、３日の豪雨に被災致した外記川及び町道ミナゴヤ線の復旧費用として３４６万

８千円で実施しております。 
以上で建設水道課関係の説明を終わらせて頂きます。よろしくお願い致します。 

◎ 委 員 長（谷口康之） 
 次に教育委員会関係。 

教育委員会事務局長。 
◎ 教育委員会事務局長（長谷川将之） 
 教育委員会関係についてご説明致します。 
１２ページをお開きください。事業ナンバー１４０番、ＡＬＴ派遣事業では、英語指導助

手１名を増員し、２名体制にしております。５６７万６千円の事業費です。 
次に１４２番、学校給食支援事業につきましては、平成３１年度から実施しておりますが

昨年度は、小中学校あわせて、２３１名分の給食費無償化にかかる食材購入費として１，５

９１万２千円の事業費です。 
次に１４４番、特別支援教育支援事業では、各小学校に特別支援教育支援員９名の配置に

よりまして、人件費分として１，６０４万１千円の事業費です。 
次に１４６番、スクールバス車庫外装改修工事に５１７万円です。経年劣化によりまして

雨漏りから鉄骨の腐食に繋がる為、外装改修し長寿命化を図るものです。 
次に事業ナンバー１５５番です。幼稚園の園舎解体工事に２，７８８万５千円です。昨々

年に閉園した幼稚園園舎の解体費用です。 
次のページです。事業ナンバー１５７番、文化スポーツ振興助成事業です。全道や全国大

会へ参加する費用の助成金として町バスの運転業務委託料を含め、１，８５７万４千円の事

業費です。 
次に１６２番、青少年交流センター給湯設備改良工事に５８３万円です。経年劣化により

不具合が生じていたこと、入居する寮生の増加により容量の大きいボイラーに更新したもの
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です。 
次に１６４番、町営スキー場のリフト保安ケーブル交換工事事業に５１０万４千円です。

リフトの安全な運行により事故防止を図るものです。 
次に１６６番、しおさい球場防球ネット工事に５１４万８千円です。経年劣化によりネッ

トやワイヤーの切断が生じている為、バックネットとしおさい園側の防球ネットを張替えた

ものです。 
説明は以上です。よろしくお願いします。 

◎ 委 員 長（谷口康之） 
 次に教育委員会関係。 

高等学校事務長。 
◎ 知内高等学校事務長（南 和敏） 

高等学校関係です。主な事業のみ説明させていただきます。 
資料１３ページをご覧下さい。ナンバー１４７になります。知内高校バス通学生徒交通費

助成事業として、生徒４８名を対象に事業費９６１万１千円を助成、実績となっております。 
続いて、ナンバー１５１番、知内高校長寿命化改修工事実施設計委託事業としまして、知

内高校の校舎及び体育館の長寿命化改修に伴う建築・電気設備・機械設備工事の実施設計を

１，０２０万８千円で実施しております。 
以上で高等学校関係の説明を終わらせていただきます。 

◎ 委 員 長（谷口康之） 
 主要施策・事業等の説明を終わりました。 
お諮りします。本日の会議は、これで延会したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声多数） 

 異議なしと認めます。したがって、本日はこれで延会することに決定致しました。 

本日はこれで延会致します。 

ご苦労さまでした。 

 

（ 延会 午後３時５１分 ） 

 
 


